
東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則 

第３節 定期乗車券の発売 

第 33条 削除 

第 34条 削除 

（通勤定期乗車券の発売） 

第 35条 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、定期乗車券購入申込書

に必要事項を記入して提出したときは、１箇月、３箇月又は６箇月有効の通勤定期乗車券

を発売する。 

(1) 100キロメートル以内の区間を乗車する場合

(2) 区間及び経路を同じくして乗車する場合

２ 定期乗車券購入申込書の様式は、次のとおりとする。 

備考 この様式は、必要に応じ、変更することがある。 

（通学定期乗車券の発売） 

第 36 条 指定学校の学生（第 39 条第１項第１号に規定する学生を除く。以下この条にお

いて同じ。）、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、そ

の在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出し

たとき又は第 170条第１項第２号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、

かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、１箇月、３箇月又は

６箇月有効の通学定期乗車券を発売する。 

(1) 居住地もより駅と在籍する指定学校もより駅（通信による教育を行う学校にあって

は、面接授業会場又は試験会場を含む。）との相互間を、通学のため乗車する場合 

(2) 100キロメートル以内の区間を乗車する場合

(3) 区間及び経路を同じくして順路によって乗車する場合

○ 氏名欄は、わくの中にはっきりと大きく書いて下さい。
○ 空欄に記入又は該当のものを○で囲んで下さい。
○ お手もとの定期券は発行窓口へお渡し下さい。
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２ 通学証明書の様式は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 (1) 必要により、様式の上部余白に学校もより駅欄を印刷する。 

(2) 通信による教育を行う学校で面接授業又は試験を在籍校所在地と異な

る場所で行う場合は、学校所在地欄の在籍校所在地住所上部に面接授業

会場又は試験会場とかっこ書きし、当該面接授業会場又は試験会場所在

地住所を記入する。 

３ 通学証明書の有効期間は、発行の日から１箇月間とする。ただし、学校及び救護施設指

定取扱規則第 15条第３項及び第８項の規定による有効期間の開始日又は有効期限の表示

のあるものは、その期間内の日を通学定期乗車券の有効期間の開始日とする場合に限る。 

４ 指定学校の学生、生徒若しくは児童が、実習のため実習場等まで乗車する場合で、当社

が必要と認めるときは、第１項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する。 

（特別車両定期乗車券の発売） 

第 36 条の２ 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、第 35 条第２項に

規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、乗車券と特別車

両券とを１枚とした１箇月又は３箇月有効の特別車両定期乗車券を発売する。 

(1) 100キロメートル以内の区間を乗車する場合（別に定める区間を除く。） 

(2) 全区間を普通列車の自由席特別車両を利用して乗車する場合 

1
8
.2

cm
 

12.5cm          （裏無地） 

契印 

通 学 証 明 書 
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№ 

学 校 種 別 
又は指定番号 

 区分  

通 学 者 の 
氏 名 ・ 年 齢 

 
（     才） 

通学者の居住地 電話（            ） 

部 科 及 び 学 年 部          科          学年（年次） 

証 明 書 番 号  

通 学 区 間 駅           駅間              経由 

通 学 定 期 乗 車 券 の 有 効 期 間 箇月 

※通学定期乗車券の使用開始日      年     月     日から 

卒 業 予 定 年 月 日      年     月     日まで 

        年        月        日発行 

学 校 所 在 地 

学 校 名 

学校代表者氏名 

代 表 者 

職 印 

証

明 

1 この証明書の有効期間は、発行の日から１箇月間です。 

2 この証明書のうち、※印の欄以外の記入事項は、発行者が記入してください。 

3 この証明書のうち※印の欄は、通学者が記入してください。 

4 この証明書に記入した事項を訂正した場合は、※印欄の記入事項については通学者

の認印、その他の記入事項については代表者の職印のないものは使用できません。 

年            月            日まで 

（ 発 行 駅 ） （乗車券番号） （発行年月日） 

（基本運賃） （発売運賃） （差額運賃） 

下欄には、記入しないでください。 
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(3) 区間及び経路を同じくして乗車する場合 

（制限距離を超える定期乗車券の発売） 

第 37 条 当社が特に必要と認める場合は、前３条の規定にかかわらず、100 キロメートル

を超える区間に対しても定期乗車券を発売することがある。 

（定期乗車券の一括発売） 

第 37条の２ 前４条の規定により定期乗車券を発売する場合は、別に定めるところにより、

これを一括して発売することがある。 

２ 前項の規定により定期乗車券を発売する場合で、当該定期乗車券の有効期限を一定さ

せる必要があるときは、別に定めるところにより、当該定期乗車券の所定の有効期間には

数となる日数を附加して発売することがある。 

（割引定期乗車券の発売） 

第 38 条 第 36 条第１項又は同条第４項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次

の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校（通信

による教育を行う学校にあっては、面接授業会場又は試験会場を含む。）に通う場合で、

通学証明書を提出したとき又は第 170 条第１項第２号に規定する通学定期乗車券購入兼

用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、

割引の通学定期乗車券を発売する（第 36条第４項に規定する実習場等に通う場合は、通

学証明書を提出したときに限る。）。この場合、通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用の

証明書の発行者においてその区分欄に、第１号及び第２号の生徒又は児童に対するもの

は「義務課程」、第３号及び第４号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第５号の

訓練生に対するものは「普通職業訓練」と赤書きするものとする。 

(1) 中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学

部を含む。以下同じ。）の生徒 

(2) 小学校（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。）の

児童 

(3) 高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。）

の生徒 

(4) 高等専門学校の第３学年以下の学生 

(5) 職業能力開発促進法（昭和 44年法律第 64号）第 15条の７に規定する公共職業能力

開発施設において普通職業訓練（短期課程にあっては、同法施行規則（昭和 44年労働

省令第 24 号）第 10 条に規定する中学校卒業者等を対象とする訓練期間が１年の者に

限る。）を受ける訓練生 

２ 前項に規定するほか、別に定めるところにより、割引の通学定期乗車券を発売すること

がある。 

３ 第１項の規定によって提出する通学証明書については、旅客運賃割引証に関する規定

を準用する。 


